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技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関する 

よくあるご質問について 

 

Ｑ１ 「一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること」が条件の１

つとなっているが、当該監理団体に属する実習実施者（会社等）も技能実習法上の

優良な実習実施者の要件を満たさなければこの制度を利用できないのか。 

Ａ１ 一般監理団体による実習監理を受ける場合、実習実施者が優良な実習実施者でな

い場合も、本制度を利用することができます。 

Ｑ２ 「一般監理事業の許可を得た監理団体」とはどの時点か。計画認定を受けた時点

では特定監理団体であったが、現在は、同団体が一般監理団体の変更許可を受けて

いる場合はどうなるか。 

Ａ２ 業所管省庁へ申請を行う時点で、一般監理事業の許可を得ている場合には、本制

度を利用することができます。 

Ｑ３ 「過去３年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと」が

条件の１つとなっているが、技能実習法上の改善命令を受けた後、改善承認を受け

ている場合もこの制度を利用できないのか。また、行政処分等とは、何を指すのか。 

Ａ３ 改善命令を受けた後に改善承認を受けている場合であっても、当該改善命令が業

所管省庁から審査済証を交付された日から過去３年以内である場合には、本制度を

利用することはできません。 

また、行政処分等とは、技能実習法第 15 条に基づく改善命令、同法第 16

条に基づく実習認定の取消し、同法第 36 条に基づく改善命令、同法第 37

条に基づく監理許可の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令を指しま

す。 

Ｑ４ 特定監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受ける技能実習生はいつ入国

できるのか。 

Ａ４ その他の団体・企業の技能実習生の入国については、今後の水際対策等の状況に

応じて受け入れていくこととなっており、詳細が確定次第、改めてお知らせいたし

ます。 

Ｑ５ 在留資格認定証明書の交付年月日が古い者から業所管省庁への申請ができると

のことだが、最初に交付された在留資格認定証明書の有効期間が経過し、再度在留

資格認定証明書が交付された場合はどうなるのか。 

Ａ５ 最初に交付された在留資格認定証明書の交付年月日をもって、業所管省庁へ申請

を行うことが可能です。 

   この場合、再交付された在留資格認定証明書の写しの上欄余白部分に、最初に交

付された在留資格認定証明書に係る作成年月日及び申請番号を記載してください。 

Ｑ６ 在留資格認定証明書の有効期間は経過していないが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、入国見込みが不明であること等を理由として、既に外国人技能実習

機構に技能実習実施困難時届出書を提出している場合、再度技能実習計画認定申請

を行わなければならないのか。 
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Ａ６ 外国人技能実習機構に対し、改めて技能実習計画認定申請を行っていただく必要

はありませんが、入国後速やかに技能実習期間を変更するとして技能実習計画軽微

変更届出書を提出してください（なお、実習実施者が変わる場合は新規の技能実習

計画の認定が、また監理団体が変わる場合は変更認定が、それぞれ必要です。）。 

Ｑ７ 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用しても、入国する時点で在留資格認

定証明書の有効期間が経過してしまうおそれがあるが、在留資格認定証明書の有効

期間は延長してもらえるのか。 

Ａ７ ２０２０年１月１日から２０２１年３月３１日までに交付を受け、かつ、本制度

を利用するものとして業所管省庁へ申請を行い、その承認を受けた場合に限り、在

留資格認定証明書の有効期限（現在は２０２２年１月３１日まで）から３か月（２

０２２年４月３０日まで）は有効なものとして取扱います。 

Ｑ７－２ ２０２２年２月以降に業所管省庁へ申請を行う場合の取扱いはどうなるの

か。 

Ａ７－２ 本制度の実施状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。 

Ｑ８ 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用する場合であっても、政府の要請に

より 14 日間待機となる場合は、在留期間も 14日間延長されるのか。 

Ａ８ 当該 14 日間の待機により、付与された在留期間内で技能実習計画に定める目標

を達成することが困難となった場合、地方出入国在留管理官署に個別に御相談くだ

さい。 

Ｑ９ 自宅等待機期間中は、１人一部屋を確保する必要があるのか。 

Ａ９ 待機期間中は個室管理（バス、トイレを含めて個室管理ができる必要がありま

す。）とし、外出はできません。 

Ｑ10 自宅等待機期間中に、入国後講習を実施してよいか。 

Ａ 10  「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」

（https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html） 

のＱ７－１の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当

面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で

意思疎通する方法により実施することも可能としています（このような方法で入国

後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよ

う、適切に記録を行うことが必要です。）。 

入国後の自宅等待機期間中においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可

能です。 

Ｑ11 入国前に必要なＰＣＲ検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の

移動、待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。

技能実習生に負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には、当該費

用を監理費として、監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。 

Ａ11 技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、

技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任がある

ことを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させ

るべきではありません。団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合

には、監理費のうち「その他諸経費」（技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
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に資する費用（実費に限る。））として、実習実施者から徴収することができますが、

監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には、技能実習生

本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されている

ことにご留意ください。 

なお、民間医療保険については、入国した日から日本の公的医療保険制度に加入

ができる場合には加入不要です（この場合誓約違反とはなりません）が、たとえ１

日でも未加入の日が生じる場合、その期間は民間の医療保険に加入する必要があり

ます。 

 


